
世界のかつお・まぐろ漁業を管理する漁業管理機関 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

International Commission for the Conservation 
of Atlantic Tunas ( ICCAT：アイキャット) 
・設  立： 1969年 
・設立目的： 大西洋におけるマグロ・カジキ類等の 

      資源を最大の持続的漁獲を可能にする 

      水準に維持すること 
・管轄魚種： マグロ類、カジキ類、他 
・加 盟 国： 48ヶ国＋1機関 
・本  部： スペイン（マドリッド） 

 
 
Western and Central Pacific Fisheries 
Commission ( WCPFC ) 
・設  立： 2004年 
・設立目的： 中西部太平洋における高度回遊性魚類 

資源の保存、及び持続可能な利用の確 

保 

・管轄魚種： マグロ類、カジキ類、他 
・加 盟 国： 23ヶ国＋1機関＋1地域 
・本  部： ミクロネシア連邦（ポンペイ） 

 

 
 
Inter-American Tropical Tuna Commission 
( IATTC ) 
・設  立： 1950年 
・設立目的： 対象水域におけるカツオ・マグロ類の 

保存、及び管理 

 
・管轄魚種： マグロ類、他 
・加 盟 国： 16ヶ国 
・本  部： アメリカ合衆国（ラ・ホーヤ） 
 

 
 
Indian Ocean Tuna Commission ( IOTC ) 
 
・設  立： 1996年 
・設立目的： インド洋におけるマグロ・カジキ類等 

      の資源保存、及び最適利用の確保 
 
・管轄魚種： マグロ類、カジキ類、他 
・加 盟 国： 27ヶ国＋1機関 
・本  部： セイシェル（ビクトリア） 
 
 
 
 
 

 
 
Commission for the Conservation of 
the Southern Bluefin Tuna ( CCSBT ) 
・設  立： 1994年 

・設立目的： ミナミマグロ資源の保存管理、及び 

       最適利用の確保 

 

・管轄魚種： ミナミマグロ 
・加 盟 国： 5ヶ国 

・本  部： オーストラリア（キャンベラ） 
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